
「子
こ

どもの権
けんり

利条
じょうやく

約（児
じどう

童の権
けんり

利に関
かん　　　

する条
じょうやく

約）」は、基
きほんてき

本的人
じんけん

権が子
こ 　 　

どもに保
ほしょう

障されるよう国
こくさいてき

際的に定
さだ　　　　

めた約
やくそく

束ごとです。世
せかいじゅう

界中の子
こ

どもが、
健
けんこうてき

康的に安
あんしん

心して自
じぶん

分らしく豊
ゆた　　

かな子
こ

ども時
じだい

代をおくれるように願
ねが

い、世
せかい

界の国
くにぐに

々がともにつくりました。 この条
じょうやく

約には 54 条
じょう

あります。 

子
こ

どもの権利条約に書かれた権利は、大
おお

きく４つに分
わ

けられます。

「 子
こ

ど も の 権
けん

利
り

条
じょう

約
やく

」

けんりじょうやく　   か        　　      けんり 

前
ぜんぶん

文 

 
子
こ

どもには「権
けんり

利」があるってことを、きみは知
し

っているかな？「権
けんり

利」は、すべての子
こ

どもに保
ほしょう

障されるべきもので、すべての子
こ

どもが生
う

まれながらに持
も

っているとても大
たいせつ

切なものなんだ。 だから、

一
いっしょ

緒に子
こ

どもにはどんな 「権
けんり

利」 があるのかこれから見
み

ていこう。 ここでは、 世
せかいじゅう

界中の子
こ

どもが健
けんこうてき

康的に安
あんしん

心して自
じぶん

分らしく過
す

ごせることを願
ねが

って、 世
せかい

界の国
くにぐに

々が集
あつ

まって 1989 年
ねん

につくった

「子
こ

どもの権
けんりじょうやく

利条約」 の内
ないよう

容について紹
しょうかい

介していくよ。 ここで紹
しょうかい

介する 「子
こ

どもの権
けんり

利」 のひとつひとつの条
じょうぶん

文はどれも同
おな

じように大
たいせつ

切で、どれ一
ひと

つ欠
か

けてもいけないんだよ。 きみたち子
こ

どもが、

子
こ

どもの権
けんり

利の内
ないよう

容を知
し

って、 自
じぶんいがい

分以外の子
こ

どもにも権
けんり

利があることを理
りかい

解して、 きみが権
けんり

利を使
つか

いながら有
ゆ う い ぎ

意義な自
じぶん

分らしい生
せいかつ

活を送
おく

れることを願
ねが

っているよ。

子どもの権利条約（フリー・ザ・チルドレン・ジャパン翻訳版） 

1989 年国連で採択 1990 年国際条約として発効 日本は 4 月 22 日に批准し、1994 年 5 月 22 日に発効

第
だい

1 条
じょう

 　18 歳
さい

になるまではみんな子
こ

ども。

第
だい

2 条
じょう

　世
せかいじゅう

界中の全
すべ　　

ての子
こ 　 　

どもに、権
け ん り

利がある。 だから、差
さ べ つ

別はダメ。

第
だい

3 条
じょう

　子
こ

どもにとっていちばんいいことを。

第
だい

4 条
じょう

　国
くに

には、「子
こ

どもの権
けんりじょうやく

利条約」を守
まも

る責
せきにん

任がある。

第
だい

5 条
じょう

　父
とう

さんやお母
かあ

さんには大
たいせつ

切な役
やくわり

割がある。　

第
だい

6 条
じょう

　きみには、生
い

きる権
けんり

利がある。

第
だい

7 条
じょう

　だれにでも名
なまえ

前や国
こくせき

籍がある。

第
だい

8 条
じょう

　きみは、世
せかい

界で特
とくべつ

別な一
ひ と り

人。

第
だい

9 条
じょう

　子
こ

どもには、親
おや

と暮
く

らす権
けんり

利がある。

第
だい

10 条
じょう

   親
おや

と違
ちが　　

う国
くに

に住
す 　 　

んでいても、会
あ 　

うことや一
いっしょ

緒に住
す 　

む権
けんり

利がある。

第
だい

11 条
じょう

　親
おや

の勝
かって

手で違
ちが　　

う国
くに

に連
つ 　 　

れて行
い 　 　 　
かれない権

けんり
利がある。

第
だい

12 条
じょう

　きみには自
じぶん

分の意
いけん

見や気
き も 　

持ちを周
まわ　　

りに伝
つた　　　　

える権
けんり

利がある。

第
だい

13 条
じょう

　きみには自
じぶん

分の考
かんが

えや思
おも

いを表
ひょうげん

現する権
けんり

利がある。

第
だい

14 条
じょう

　きみには何
なに

かを信
しん

じる自
じ ゆ う

由がある。

第
だい

15 条
じょう

　仲
なかま

間で集
あつ

まる権
けんり

利がある。

第
だい

16 条
じょう

　自
じぶん

分の秘
ひみつ

密を守
まも　　

る権
けんり

利がある。 

第
だい

17 条
じょう

　知
し

りたいことを知
し

る権
けんり

利がある。

第
だい

18 条
じょう

　お父
とう

さんとお母
かあ

さん両
りょうほう

方に子
こ

どもを育
そだ

てる責
せきにん

任がある。

第
だい　　　　じょう

19 条　子
こ　　

どもは親
おや

から暴
ぼうりょく

力や暴
ぼうげん

言を受
う　　　

けない権
けんり

利がある。

第
だい　　　　　じょう

2 0 条   家
かてい

庭で暮
く 　 　 　 　

らせない子
こ 　 　

どもへの支
し え ん

援。

第
だい　　　　　じょう

2 1 条   養
よ う し

子になる子
こ 　 　

どものことを第
だいいち

一に。

第
だい　　　　じょう

2 2 条  自
じぶん

分の国
くに

にいられなくなった子
こ 　 　

どもへの支
しえん

援

第
だい　　　　　じょう

2 3 条   障
しょうがい

害のある子
こ 　 　

どもへの支
しえん

援。　　　　

第
だい　　　　　じょう

2 4 条   病
びょうき

気になったら治
ちりょう

療を受
う 　 　 　 　

けられる。

第
だい　　　　じょう

2 5 条   入
にゅういん

院したり施
しせつ

設で安
あんぜん

全で安
あんしん

心なを送
お く 　

る権
けんり

利がある。

第
だい　　　　じょう

2 6 条   生
せいかつ

活が苦
く る 　 　

しい家
かてい

庭の子
こ 　 　

どもへの支
しえん

援。

第
だい　　　　　じょう

2 7 条   人
に ん げ ん 　 　 　

間らしく生
い 　 　

きる権
けんり

利がある。

第
だい　　　　じょう

2 8 条   きみには、教
きょういく

育を受
う 　 　

ける権
けんり

利がある。

第
だい　　　　じょう

2 9 条   子
こ

どもが大
たいせつ

切にされる教
きょういく

育を。

第
だい　　　　じょう

3 0 条   色
いろいろ

々な文
ぶんか

化があっていい！

第
だい　　　　じょう

3 1 条   遊
あ そ 　 　 　 　

んだり休
やす　　　　　

んだりする権
けんり

利がある。

第
だい　　　　じょう

3 2 条   害
がい

のある仕
し ご と

事から守
まも　　　　　

られる権
けんり

利がある。

第
だい　　　　じょう

3 3 条   危
きけん

険な薬
くすり

から守
まも　　　　　

られる権
けんり

利がある。

第
だい　　　　じょう

3 4 条   性
せいてき

的 な 暴
ぼうりょく

力 か ら 守
まも　　　　　　

ら れ る 権
け ん り

利 が あ る 。

第
だい　　　　じょう

3 5 条   誘
ゆうかい

拐から守
まも　　　　　

られる権
けんり

利がある。　

第
だい　　　　じょう

3 6 条   子
こ

どもに害
がい

のあることはすべて禁
きんし

止！

第
だい　　　　じょう

3 7 条   子
こ

どもへの死
しけい

刑やごうもんは禁
きんし

止。

第
だい　　　　　じょう

3 8 条   戦
せんそう

争から守
まも　　　　　　

られる権
けんり

利がある。

第
だい　　　　　じょう

3 9 条   傷
きず

ついた子
こ

どもを元
げんき

気に。

第
だい　　　　　じょう

4 0 条   子
こ 　 　

どもを裁
さば　　

く時
とき

は特
とくべつ

別な心
こころ

くばりを。

第
だい　　　　　じょう

4 1 条   この条
じょうやく

約より良
よ 　

い法
ほうりつ

律はそのままで。

第
だい　　　　じょう

4 2 条   子
こ

どもの権
けんり

利をみんなに伝
つた　　

えよう！

第
だい　　　　　じょう

4 3 条 ～第
だい　　　　じょう

54 条　国
くに

や国
こくさい

際機
きかん

関の役
やくわり

割。

認定 NPO 法人フリー ・ ザ ・ チルドレン ・ ジャパンは 12 歳のカナダの少年が立ち上げた団体です。 すべての子どもが権利を守られ

「 世界は変えられる 」 子どもがそう信じられる社会をめざしています。

生
せいぞん

存（生
い

きる権
け ん り

利）

子
こ 　 　

どもには病
びょうき

気やけがをしたら、適
てきせつ

切な治
ちりょう

療を受
う 　 　 　 　

けられる権
けんり

利があります。
子
こ 　 　

どもは健
けんこう

康に生
う 　 　

まれ、安
あんぜん

全な水
みず

や十
じゅうぶん

分な栄養を得て、健
すこ　　　　

やかに成
せいちょう

長する

権
け ん り

利を持
も 　 　

っています。

関
かんれん

連する主
おも

な条
じょうこう

項 ( 第
だい

 6,24,25,26,27 条
じょう

）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

保
ほご

護（守
まも

られる権
け ん り

利）

子
こ 　 　

どもにはあらゆる種
しゅるい

類の差
さべつ

別や虐
ぎゃくたい

待、暴
ぼうりょく

力、から 守
まも　　　　　　

ら れ る 権
けんり

利があります。

紛
ふんそうか

争下の子
こ 　 　

ども、障
しょうがい

害のある子
こ 　 　

ども、 少
しょうすう

数 民
みんぞく

族や先
せんじゅう

住民
みんぞく

族の子
こ 　 　

どもなどは

特
とくべつ

別に守
まも　　　　　　

られる権
け ん り

利をもっています。
 

関
かんれん

連する主
おも

な条
じょうこう

項　（第
だい

19,20,22,23,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40 条
じょう

）

 

発
はったつ

達（育
そだ

つ権
け ん り

利）

子
こ 　 　

どもには教
きょういく

育を受
う 　 　

ける権
けんり

利があります。また、休
やす　　　　

んだり遊
あそ　　　　　

んだりする権
けんり

利や、

自
じぶん

分らしく成
せいちょう

長するために、様
さまざま

々な情
じょうほう

報を得
え 　

て、自
じ ぶ ん

分の考
かんが　　

えや信
しん　　　　

じることが 

守
まも　　　　　　

ら れ る権
け ん り

利があります。

関
かんれん

連する主
おも

な条
じょうこう

項  ( 第
だい

7,8,9,10,11,18,21,28,29,31 条
じょう

）

参
さんか

加（参
さんか

加する権
け ん り

利）

子
こ 　 　

どもには、自
じぶん

分の関
かんけい

係のある事
ことがら

柄について自
じゆう

由に意
いけん

見を 表
あらわ　　　　　　

し た り 、集
あつ　　　　　

まって

グループを作
つく　　　　　

ったり、活
かつどう

動する権
けんり

利があります。他
ほか

の人
ひと

の権
けんり

利を侵
しんがい

害したりしな

いようにそのときは、注
ちゅうい

意する必
ひつよう

要があります。

関
かんれん

連する主
おも

な条
じょうこう

項  （第
だい

12,13,14,15,16,17,31 条
じょう

）


